
132-参-大蔵委員会-5号 平成 07年 03月 16日 
 
○峰崎直樹君 私も租税特別措置に関して昨年来から税制調査会でいろいろと仕事をさせ

ていただきました。その意味では、むしろつくった方の側に立っているわけですから余り

指摘することもないのかもしれませんけれども、ある意味では念のためにといいますか、

さらに今後の課題を明らかにするという観点から少し質問してみたいと思うんですが、実

は私も、関連して最近の雑誌類にこの評価はどういうふうになっているかなということで

何点か評価を見てみたわけです。 
   〔委員長退席、理事竹山裕君着席〕 
 その中で、私も、前の予算委員会だったでしょうか、前の大蔵大臣時代に聞いたことが

ございますけれども、政府税調の会長は加藤寛さんですね。冒頭、大臣にちょっとお聞き

してみたいんですが、この政府税調の委員の人選といいますか、これは政府が任命をする

わけでしょうね、当然のこととして。その点、最初に政府税制調査会の性格といいますか、

特に委員の人選といったようなことについてはどういう観点から行われているのか、ちょ

っとお聞きしてみたいんです。 
 
○国務大臣（武村正義君） 余り詳しく知りませんが、形の上だけはこれは総理の諮問機

関でございますから、昨年たまたま官房長官を務めておりまして、去年の四月からかわっ

た新しい人事の相談やら報告がありましたので、その限りでは、大蔵省が原案をつくりな

がら、総理の最終御判断をいただいて決めているということだけは申し上げられます。 
 
○峰崎直樹君 何でそういうことを申しますかといいますと、「税務弘報」のボリューム４

３ナンバー２、この中で加藤さんはこういうふうにおっしゃっているんです。この今回の

税制改革あるいは税制改正、去年の九月とこの間十二月に出しましたものについて評価を

しているんですけれども、こういうふうに言っているんですよ。それはむしろ連立批判を

やっています。「自民党とさきがけと社会党の三者のせめぎ合いですから、」「どういう理念

に基づいているからなんて聞かれること自体がおかしいんですね。あれは理念なき連立で

すから。理念なき連立政権が理念を持っているはずがないんです。」と、こういうふうにお

っしゃっています。 
 そしてさらに、宮智さんという人ですか、テレビ東京の解説委員が「もっとも、あの政

権に政策を聞くのはヤボだという言い方もありますからね。」なんて、これは民間の人です

からいいんですが、政府税調の加藤さんは「そうですね。全く意味ないです。足して二で

割るしかないんですから。」と。 
 私、たしか前回の予算委員会で、当時は藤井大蔵大臣だったかもしれませんが、日経の

「経済教室」に、前に同じように、我々が真剣に議論していることに対して非常にこれを

ある意味では刺激的にやゆする表現なんです。つまり今の政府は理念がないというふうに
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言って、こういう人が政府税調の会長をやっていることは私はどうもおかしいんじゃない

かなという気がしてならないんですけれども、大蔵大臣どう思われますか。 
 
○国務大臣（武村正義君） 御発言がそのとおりであれば、特に政府税制調査会会長とし

て発言をされているとすると私も委員と同じような感想を抱くわけでありますが、特に連

立政権そのものが、今回の連立政権をおっしゃるのか連立政権全体をおっしゃっているの

かよくわかりませんが、一刀両断で理念がない政権だとおっしゃるのは、これは間違って

いると思います。一党政権よりは連立政権の、違う政党が集まって、その中で必死で一致

点を見出すということも大事でありますし、違う政党が第三の新しい政策理念を生み出す

こともあり得るわけでありますし、そういうところに全然目が向いていないなというふう

に思います。 
 確かに、村山政権出発当初はそういう物の言い方がかなり荒々しくあったようには思い

ますけれども、今なおそういう御心境だとすると、少し正確に物を見ていただきたいと思

います。 
 
○峰崎直樹君 とにかく、政府税調の会長として任命しているんですから、一回だけなら

まだともかく、二回もこういう発言をされている。もともと刺激的な発言をされることが

多い人ですけれども、これは私はいつか何らかの形で本人の釈明なり、あるいはおやめに

なっていただくとか、そういうふうに考えないと、どの政権をというんじゃなくて、もう

明確に言っているんですよ。今の自民、社会、さきがけ政権に対して言っているんですよ。

そうしたら、そんなところの税調会長をやっていられないんじゃないかと。 
 私はあの人の理論を別に批判しているんじゃないんですよ。非常に私も勉強しなきゃい

かぬすぐれた方だと思うけれども、どうも発言なさっていることは、自民、社会、さきが

け、一生懸命今努力をして、人によっては非常にすぐれた政権だと言う人もいらっしゃい

ます。いろいろ価値観はあるでしょうね。あるんだけれども、もし今の理念なき三党だと

いうことでおっしゃるんだったら、私はおやめになった方が筋が通るということだけ、こ

れは大蔵大臣にお話ししても仕方ないことです。仕方ないというのは、任命権者は恐らく

総理でしょうから、総理の方にもそういう意見があったということはぜひともお伝え願い

たいというふうに思います。 
 さて、内容に入っていきたいと思うのでありますが、実は私、気になっていることがあ

るわけであります。というのは、私ども野党時代と違って 
与党になってまいりました。当然責任という問題は非常に重くなってきたと思うのであり

ます。 
 昨年、実は減税を六・二兆円やっているんです。五・五兆円は所得税、住民税減税、〇・

七兆円というのは例の相続税、贈与税の減税、さらには特別法人税の湾岸戦争のときのマ

イナス分、これらが昨年の税制改革のときに実は〇・四兆円、すなわち四千億円だけ、こ
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れはたしか相続税の見直し分だったと思いますが、これについては面倒を見ているわけで

す。手当てをしているわけです。ところが、残りの〇・三兆円、三千億円という金額は今

度の税制改正の中でも実は十分議論されなかったような気がするんであります。 
 この点について、これは一体扱いをどうしたらいいんだろうか。大変私も気になってお

るわけでありまして、この点とういうふうに大蔵当局としては考えておられるのかお聞き

したいと思います。 
 
○政府委員（小川是君） 法人特別税と自動車に係る消費税率の特例の廃止は、税制改革、

税制全般の見直しの一環として位置づけられるものであると思います。ただ、これらの措

置は今委員おっしゃいましたように湾岸戦争のときの経緯で設けられていたものもござい

ますし、その後の財政事情がありまして延長をさせていただいた時限的な措置であったわ

けでございます。その意味におきましては、所得税や相続税の基本的な恒久的な見直しの

問題、あるいは消費税の問題とは若干性格を異にしていることも事実でございます。 
 そうした観点から、今回の税制改革の枠組みの中では、実は両者合わせて四千億であっ

たと思いますが、計算上入れてございません。ございませんが、平成七年度はいわば、六

年度のときもそうでございますが、七年度のときもこうした財政事情、減収要因をのみ込

んでと申しますか、全体として財政事情の中で対応をしてまいったわけでございますし、

この税制改革のフレームには入っておりませんが、今後とも全体としての財政収支、財政

構造の問題の一環として財政運営上対応していかなければならない課題であると考えてお

ります。 
 
○峰崎直樹君 相続税の減税というのは、これはなぜ相続税の減税が去年やられたんでし

ょうか、ちょっとその点を明らかにしていただきたい。 
 
○政府委員（小川是君） 一昨年来税制全般の議論が行われましたときに、当面急ぎ手を

つけなければいけない基本的な事項としては所得課税の問題がございました。住民税を含

めまして、さきの抜本改革でいわば残されたといいましょうか、見直すべきところが基本

的にあるということでございました。そのほかに、もとより消費課税の問題をあわせて見

直すべきであるということでございました。 
 その際に、相続税につきましては、やはり近年における主として土地の高騰、既にそれ

は下がる方向にあるわけでございますけれども、水準が非常に高いレベルにあるために相

続税の課税をこのままほうっておくわけにはいかないというところから、主として土地の

もたらす資産価値がどういう影響をしているかということを考えながら、相続税の基本的

な見直しを行うことになったわけでございます。 
 その際には、例えば法人税の問題は、これは中長期的な課題として今後とも検討、勉強

をしていくべき課題である、そういった形で当面取り組むべき抜本改革の問題の一つとし
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て相続税が取り上げられ、六年度改正で対応が行われたという経緯でございます。 
 
○峰崎直樹君 今の質問をしたのは、土地が高くなって相続税をなかなか払い切れない、

重くなった、物納しなきゃいけないと。だんだん今、土地は下がってきているんでしょう。

国土庁の方に土地の状況をどういう状況になっているかということを教えていただきたい

んです。最近の土地の状況です。 
 
○説明員（垣内康孝君） 最近の地価状況につきまして御説明いたします。 
 ことしの一月一日の地価公示がまだでございまして、昨年の七月一日、平成六年の都道

府県地価調査の結果ですけれども、それによりますと、大都市圏における地価は住宅地は

下落、商業地は顕著な下落、それから地方圏では総じて横ばいまたは下落ということです

が、具体的に東京圏で数字を申し上げますと、東京圏全体で住宅地は昨年七月一日時点で、

その前の七月一日からマイナス五％、それから商業地につきましてはマイナス一八・〇％

という下落になっております。 
 
○峰崎直樹君 ということは、バブルの時代に土地の値段がずんずん上がっていった。今

どんどん下がってきている。そうすると、私が言いたいのは、相続税のいわゆる減税をや

っていったわけです。ところが、どうも調べてみると相続税は高いんだ、高いんだと。特

に自民党の渡辺美智雄さんが書かれた本なんかを読むと、相続税は税率が七〇％だよ、世

界でも最も高いんだよとおっしゃる。ところが、もうこれはよく御存じのように、げたを

履かしてある、控除額はたくさんある、実際上ほとんどかからないで済んでいる。それを

なおかつ軽くしていったわけです。ところがまた地価が下がってきた。 
 そうしたら、私が言いたいのは、あの去年やった三千億円ですか、この相続税の減税と

いうのはもう一回もとへ戻した方がいいんじゃないか。そうすることによって、湾岸戦争

のときの四千億ですか、そのお金をむしろ逆に、制度減税としてやった相続税を、これだ

け今地価が下がってきているわけでありますから、そうするともう地方に行ったら、相続

税なんか全く払わなくてもいい、税を払わないで世代間の財産がどんどん移転をするとい

うんですね。そうすると、持っているやつはいつまでたっても持っているけれども、持っ

ていないやつはなかなか持てないという。 
 本当に日本というのは、いわゆる競争社会という意味でいえば、土台のところから、よ

く我々の政治家仲間で機会の平等だ、いやいや結果の平等だと言うけれども、機会の平等

というのは最初から平等でなきゃいけない。私はこの相続税というのは、貧乏人の生まれ

だからかどうかわかりませんが、この点をきちっとやはり是正をしていかないと、本当に

日本の社会というのは、これまで非常にうまく進んできたかもしれないけれども、この点

はぜひとも私は、もし税制調査会が政府でも開かれるようであればもう一回、去年やって

ことしまた直すというのはそれは余りに朝令暮改だよという声があるかもしれないけれど

 4



も、しかし私は、このことによるいわゆる世代間の対立といいますか、内部矛盾の格差の

拡大といいますか、このことは見逃すことができないんじゃないかと思うんですが、この

点、これは主税局長にお聞きして、大臣もし所見があればお聞かせ願いたいと思います。 
 
○政府委員（小川是君） 一昨年十一月の政府税制調査会の答申におきましては、今まさ

に言われましたように、地価の下落ということを十分考慮に入れた上でなお、さきの改正

から昨年までの間における資産の公正、土地の価格のレベルといったようなものから相続

税について、主として住宅地、住宅用地の見直しを中心に負担を見直すべきであるという

ことになったわけでございます。 
 なお、相続税の負担水準のあり方についてはたくさんの御議論があるわけでございます

が、事実としてデータを申し上げますと、相続税の一つは課税件数の割合、お亡くなりに

なった方に対する相続税が課税される方の割合というのは、昭和五十年代を通じまして

三％前後でございました。それが近年、昭和六十年代に入りまして、バブル以降は地価は

下がっているにもかかわらず六％台でございますし、これが東京国税局の管内といったよ

うなことになりますと一〇％を超える、あるいは麹町税務署の管内になると半分以上であ

るといったような状況にございます。これは専らと申し上げてよろしいと思います、土地

の高騰によるものでございます。 
 もう一点データを申し上げますと、相続税の税収が国税収入に占めるウエートは昭和六

十年代に入りましても三％程度でございました。最近のと 
ごろで申し上げますとこれが約五％程度の水準にございます。相続といったような一定の

いわば資産が世代がわりをするときに、それに保って入ってくる税収というものは通常の

生産活動から入る税収とは違うものでございますが、そうしたものの税収のウエートが非

常に大きくなっていると、そしてそれを負担しておられる方の人数は極めて限定的である

というあたりをどのように考えていくかという課題であろうかと思うわけでございます。 
 
○峰崎直樹君 今の数字を聞いて、そうするとまだ下落の度合いが少ないのかなというふ

うにも思ったりいたしますが、いずれにせよ相続税という問題は、本当に資産課税といい

ますか、先ほど午前中に議論がありましたけれども、決して軽視できない重要な課題では

ないかなというふうに思っておりますので、今後とも引き続き御検討をお願いしたいとい

うふうに思います。 
 さてそこで、実は急速な円高が進んでおります。先日来私も参議院の予算委員会で円高

問題に触れておったわけでございますが、そこで円高対策として今回、円高対策というよ

りも今回の租税特別措置の中で、かなり企業関係租税特別措置について新しく大企業のリ

ストラに対する支援だとか、あるいはベンチャービジネスに対する問題だとか、こう出さ

れてきているわけです。 
 そこでまず最初に、通産省からお見えになっておりますでしょうか。企業関係租特と言
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われておるものですね、昨年度ベースで大体平均しますと四千三百二十億円だったでしょ

うか、このくらいの企業関係租税特別措置に伴う税収減があるわけですね。その分そのま

まやはり補助金として該当する企業に行っているんだろうというふうに思いますが、この

企業関係租税特別措置は、過去、エネ革税制であるとか試験研究促進税制とか、さまざま

な大きな産業政策上の課題を持って進められたんでありますけれども、過去のそれらの政

策というのは、いわゆる税をまけたことに伴って一体効果があったものなのかどうなのか、

その点はどのように評価をされておるでしょうか。 
 
○説明員（北村俊昭君） お答えいたします。 
 先生御指摘のように、租税特別措置につきましてはその時々の政策の重点課題に応じて

講じられておるものでございまして、先生が例示でおっしゃいましたエネルギー構造改革

税制、あるいは試験研究税制について例をとらせていただいてこれまでの成果、効果を御

説明させていただきます。 
 まず、エネルギー構造改革税制でございますけれども、御案内のように、我が国のエネ

ルギー政策の重点はエネルギーの安定供給あるいはエネルギー環境問題への対応というこ

とでございます。 
 具体的に省エネルギーの成果について申し上げますと、対ＧＮＰエネルギー消費原単位

という指標がございますが、これを昭和五十三年度と最近の実績であります平成四年度で

比べてみますと、昭和五十三年度が一億円のＧＮＰを生むのに必要だった原油換算のエネ

ルギーが約百六十八キロリットルでございます。これが、平成四年度になりますと、同じ

く一億円のＧＮＰを生むために必要であった原油換算の石油が約百二十七キロリットル。

一億円当たり約四十一キロリットルの改善効果が見られております。 
 この点につきましては、ＩＥＡ、国際エネルギー機関がこういった日本のエネルギー消

費効卒の改善に対しての努力を大変高く評価しておりまして、そのための我が国が講じて

きた政策の一つとして、非常に重要な政策としてこのエネルギー構造改革税制を高く評価

しているところでございます。 
 もう一点申し上げますと、増加試験研究税制というものが我が国の試験研究に対しての

基本的な政策でございます。これについての指標を申し上げますと、試験研究費というも

のを各企業の売上高に対する比率で見てみますと、昭和五十五年度には全産業の試験研究

費の売上高比率が一・四八％でございました。これが最近時点では、平成五年度で見ます

と二・七六％と非常に大きな伸びを示しております。これはもちろん民間企業の試験研究

の努力の成果でございますが、こういった民間の試験研究の努力を税制面で大きく支援し

ているのがこの増加試験研究費であるというふうに考えております。 
 
○峰崎直樹君 企業というのは、北村課長、こういうことで税を支援しますよ、税をまけ

てあげますよということで、よしじゃ一生懸命試験研究やったるかなと、こういう仕掛け

 6



になるものなんでしょうかね。私はそこのところは、マインドとして、気分としては、確

かにそういう減税をすることに伴って、あっ、税の面でも支援してくれているのかという

ことはあるのかもしれないんですが、どうも逆に、これは経済団体の中でも、経済界の中

でも二つに分かれたように思うんですが、むしろこういう企業関係租税特別措置法という

のは全廃してもらって、その分法人税制下げた方がいいよと。要するに課税ベースを広げ

て税率を下げるという、これは経済同友会の考え方ですね。それに対して、経団連を中心

としたところは、いや、やっぱり個別に税をまけてそのインセンティブを培った方がいい、

こういう二つの対立する考え方があるんですね。 
 私は、最近の経済政策を見たときに、従来の既存産業、鉄鋼であるとか造船であるとか

自動車であるとか、こういう産業、しかももうかっているところだけに実は税が戻される

んです。赤字になっている企業には、減税の恩典といったって、税を払ってないんだから、

それは戻しようがないんですよということになるんです。 
 そうすると、これから日本の経済、きょうはその日本の経済のことを論じているわけで

はないんですけれども、アメリカではあのビル・ゲーツだとかああいう人たちが出てきて、

マイクロソフトだとか、あるいはアップルだとか、新しいベンチャービジネスをつくって、

そして新しい情報産業というものが夢開いている。日本にはそういうニュービジネスとい

いますか、リーディングインダストリーがないじゃないのかというのが一番の問題になっ

ていると思うんですね。これは通産省もよく御存じだから、今回ベンチャービジネスを支

援していこうじゃないかと、こういうスキームを考えられたんだと思うんですね。 
 それにしても、そういう人たちに、税の世界でこうしてあげますよ、ああしてあげます

よという格好で物を組み立てるよりも、いや、税を取りませんと、要するにもっと減税を

いたしますと、こういう形で支援する方が経済に対しては、特に既存の産業じゃなくて新

しいビジネスというのは、何が新しいビジネスかわからないわけですから、その新しいビ

ジネスを考えている連中にやる気を起こさせ刺激を起こすためには、私はこの租税特別措

置という手法よりも、こういうものはもう基本的にはなくして、そして減税というやり方

の方が効果があるんじゃないかと思うんですが、これは企業行動課長にお聞きしていいの

かどうかわかりませんが、もしその点について何かありましたら通産省としての見解もお

聞きしたいんです。 
 
○説明員（北村俊昭君） お答えいたします。 
 私ども租税特別措置について、先ほどの繰り返しになりますけれども、その時々の経済

環境に基づいて大きな政策課題を設定し、それに伴ういろんなインセンティブを与えてい

く。その場合には補助金あるいは政策融資、あるいは租税特別措置といったものが考えら

れますけれども、租税特別措置は民間企業の自主的な活動があって初めて租税特別措置の

効果が出てくるということでございまして、そういう意味ではいわば民間の自主性が尊重

される制度であるというふうにまず考えております。 
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 それから、費用対効果という面で考えましても、補助金あるいは政策融資、あるいはそ

れ以上に限られた財源で大きな効果を上げてきたものであると考えておりまして、こうし

た産業関係の租税特別措置の有効性については、これまでの実績を踏まえて考えますと、

私どもとしては引き続き有効なものであるというふうに考えております。 
 なお、先生御指摘の、いわゆるニュービジネス 
あるいは新規事業、ベンチャービジネスといった新しい分野の開拓にどういった政策的な

助成手段が最も妥当かということでございますけれども、これは、やはりひとり税の力で

はとてもかなわないと思いますけれども、総合的な法律的な裏づけ、あるいは融資の面、

あるいはさらに店頭公開市場といった資金調達の問題等々含めまして、国として総合的に

支援していくべき問題だと思っております。 
 
○峰崎直樹君 その点、私も一概に決めつけて、そんなもの効果ない、早くやめちまえと、

そこまで極論を申しているわけではないんですが、どうもやはり我々から見ると、この租

税特別措置というのはやっぱり隠された補助金になっているわけであります。 
 しかも、それはもうかっている企業だけが、つまり税を払っている企業だけが税の恩典

に浴しているという点では、むしろ困っている企業、つまりは支援してやらなきゃいけな

い企業は赤字企業なのかもしれない。そういう企業には実はこの恩典は浴さないという点

では、我々としては公平性という観点から見た場合、もっと別の形で企業を支援する方法、

今申し上げたように課税ベースを広げてそして税率を縮小していくという方向の方が私は

望ましいと考えているんですが、大蔵大臣、今お聞きになってその点どのようにお考えな

のか、もし所見があればお聞きしたいと思います。 
 
○国務大臣（武村正義君） 租税特別措置はその時々のまさに政策判断によって行われる

べきものでありますし、そういう意味では、時が終われば措置も終わるという、そこは非

常に柔軟でなければいけないと思うのでありますが、今日までの結果は、ややもすると一

たび措置をとるとなかなか廃止ができないという状況もあるわけであります。極力最小限

に絞って、法人税等を中心にした一般税制できちっと対応すべきだという御主張は、私も

基本的には間違っていないように受けとめております。 
 
○峰崎直樹君 引き続き、産業空洞化問題ということでお伺いします。 
 私は先日予算委員会の場で、独禁法第九条の持ち株会社を解禁することについて今政府

側がどういう対応をされているのかということで、実はこれは規制緩和問題で今政府の中

でも、通産省はこの純粋持ち株会社を解禁すべきであると。公正取引委員会は、いや、こ

れはもう絶対だめだと。憲法第九条というのはかっては大変大きな論争でございましたけ

れども、恐らく産業界のこれからのあり方をめぐって、独禁法の九条の改正問題というの

は多分これからもまた華々しい議論が続くのではないかと思っておるんです。 
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 私は、この話は大変重要な課題だというふうに思っているわけであります。どうしてか

というと、今の大企業、巨大な企業というのは一人の社長のもとでたくさんの従業員が働

いているわけでありますが、一人の社長すなわち経営者と言われている経営感覚豊かな人

間をつくるというのは、小さな会社で訓練して、そこで失敗するかもしらぬ、あるいは成

功するかもしれない、そういう訓練を通じて実は人材が育成されるというふうに言われて

いるんです。 
 アメリカの経営学修士を取った人は、大抵ベンチャービジネスや中小企業に出向いてい

って武者修行してくるという。そういう優秀な人材がそちらに流れる構造になっている。

日本はそれができていない。だからむしろ持ち株会社を解禁して、そして子会社をたくさ

んつくって、そこに三十代の若さで社長業をやらせて、実績を積みながら日本の経済を活

性化させようという、そういう発想というのがこの独禁法の中の持ち株会社の解禁問題で

あるわけであります。 
 そこで、そういう問題はもちろん産業政策上の問題あるいは独禁法上の問題ですから、

税の世界に戻ってみたとき、アメリカでゼネラル・エレクトリック社、ＧＥ社というのが

ございますが、これは純粋持ち株会社を持っていると言われている。そうすると、そこで

は子会社と親会社との間の税の関係は、これは連結の税になるんでしょうか、それとも個々

の子会社ごとの税が徴収されるということになるんでしょうか。そのあたり、当局でわか

っていれば教えていただきたいんです。 
 
○説明員（北村俊昭君） 御指摘のアメリカでの連結納税の個々の企業、今先生がおっし

ゃった例えばＧＥについてどうかという点については詳細は把握しておりませんけれども、

制度として見ますと、一定の要件を満たす企業グループ、企業集団については、その集団

内の個別の企業の損益が通算をされてグループ全体での、企業集団全体での法人税額が算

定されるという連結納税申告制度がアメリカでございまして、これはかなり広範に利用さ

れているというふうに承知しております。 
 
○峰崎直樹君 まだ日本ではそういうものが解禁をされていませんから、恐らく解禁され

たときの税の仕組みとしては、主税局長、もし解禁されれば日本も同じような仕組みにし

た方がいいんじゃないかというそういう意見があるんですが、その点、想定の話でござい

ますからなかなか難しいかもしれませんが、どのようにお考えでしょうか。 
 
○政府委員（小川是君） 連結納税制度の問題につきましては、我が国におきましても連

結決算報告書がつくられるようになって、二十年ほど前ある程度の議論が行われたわけで

ございます。 
 当時、私どもが考えておりましたのば、やはり我が国の商法における会社制度、子会社

であれ実質的な支配会社であれ、商法における個別の会社が独立した人格を持って存在を
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している、そして商法上の決算が求められているという問題。それから企業会計の原則が、

連結の制度はございますけれども基本的には個別企業ごとに決算を行うという筋道になっ

ているということ。さらには、アメリカのような連絡納税制度をとってまいりますときに

は、当然親子会社間を連結いたしますとその間に損益の通算が生じますので、やり方によ

っては現行より非常に大きな法人税収の減を生ずるという財政問題もございます。 
 そういったことがある程度問題としては認識をされておりました。おりましたが、その

後連結制度そのものが、あるいは持ち株会社制度そのものの議論が、その後の二十年の間

の展開は今日見るような状況でございますので、連結納税制度についての議論も全く行わ

れていない、そういう状況でございます。したがって、やはり実態に合わせて将来議論さ

れるべき課題であろうと考えるわけでございます。 
 
○峰崎直樹君 恐らく今後また議論を呼ぶ点だろうと思いますので、私どももしっかり勉

強していきたいと思います。 
 今の空洞化問題の関係で、店頭市場公開制度、ＮＡＳＤＡＱというのがアメリカにある

わけですが、日本ではＪＡＳＤＡＱと呼んでいいんでしょうか、それはもう既に始動し始

めているんでしょうかね。これは通産省でしょうか、どちらの方がわかるでしょうか。も

しこのＪＡＳＤＡＱというのがあるとすれば、これはやはり有価証券取引税の対象に当然

なるんだろうと思うんですが、その点、技術的なことですが、ひとつお聞かせ願いたいと

思うんです。 
 
○政府委員（堀田隆夫君） 有価証券取引税でございますけれども、有価証券の譲渡が行

われたときに課税されるということになっておりまして、このＪＡＳＤＡＱにおける取引

につきましても、取引所における取引と同様に有価証券取引税が課税されるということに

なっております。 
 
○峰崎直樹君 たしかこれは取引の段階でもう既に源泉で徴収しちゃうわけですね。そう

いう意味では課税漏れはＪＡＳＤＡＱの場合でもないということですね。 
 
○政府委員（堀田隆夫君） このＪＡＳＤＡＱにおける取引は証券会社への売り委託によ

り行われるわけでございますけれども、この場合には、今先生御指摘のございましたよう

に、証券会社が有価証券を譲渡する者から取引税を特別徴収して納付するという仕組みに

なっております。したがいまして、全体としては適正に納付されているものと考えている

ところでございます。 
 
○峰崎直樹君 次に土地の問題に移っていきたいと思うんですが、午前中もう大先輩の清

水先輩が大きな議論をされたので、かなりの点はダブりますので、その点については私省
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きたいと思うんです。 
 清水先生と認識が一致するかどうかわかりませんが、外国の企業が日本に来ていて、そ

れがまた例えば証券会社が証券空洞化と言われているようなことが起きてきている。ある

いはこれはちょっと古い数字かもしれません、私の記憶している限り、日本から外国に直

接投資する比率と外国から日本に直接投資する比率は十三対一、専ら日本は外へばかり投

資していて、向こうから日本に投資をする、直接投資ですよ、その比率は非常に少ない。

これは証券投資じゃありませんが。 
 その原因をよくよくたどってみると、日本という国で商売をするということについては

土地代というものが非常に高い。これが実は先ほどニュービジネスの話をしたときも、ニ

ュービジネスを阻害する要因で一番最大のものは何ですかといったら土地なんですよ。私

は、これからメガコンペディションと言われる大きな大競争時代へ入ってきて、内外価格

差というのは恐らくこれからずんずん競争関係に入っているところはその価格は下がって

いくだろう。そうすると、価格が下がらないでむしろ上げようとした公共料金だとかある

いは土地の問題なんというのは、これからますますほかはずんずん下がっていくのに上が

っていくのは何ですかといったときに、高いものは何ですかといったときに公共料金と地

価でしたと、こういう状態が浮かび上がってくる危険性があるんではないかなと思ってい

るんです。 
 その点で、土地は税制だけで片づく問題ではないというふうに、これは午前中、主税局

長の答弁でそうだろうと。それは土地計画や土地利用計画等が非常に重要だと思うんであ

りますが、しかしやっぱり、税制が地価の問題については非常に大きな影響を与えている

と思うんであります。 
 私は、まず認識をお聞きしてみたいのは、今もまだ下がりつつあるという土地の値段は

やはりまだ高過ぎるんじゃないのか。これがうんと下がらなければ、日米経済構造協議で

も土地問題というのが指摘をされたわけですね。だから八九年に土地の基本法ができ上が

って、土地税制を手直しするというところまで来たんだろうと思うんです。その点私はも

っともっと下がってしかるべきじゃないかというふうに考えているんですが、この点は大

蔵当局としてはどのようにお考えになっているんでしょうか。 
 
○政府委員（小川是君） 具体的な土地価格の水準につきましては国土庁がこれをウォッ

チしておりますし、最近の下がりぐあいによって次第に十年余り前の水準に近くなってい

るという話でございます。 
 一方で、今お尋ねのような経済との関連で土地をとらえておりますと、やはり税収で見

ておりますと非常に大きな税収がなお入っている。そのことの意味というのは恐らく、税

収は一般的には毎年の経済活動、生産されるものから税収が入ってくるわけでございます

けれども、そういう角度から見ますと、経済企画庁が出しておりますＳＮＡベースの時価

総額と国民総生産の比率という観点から見ますと、日本は昭和三十年代から五十年代を通
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じまして二倍から三倍程度、つまりＧＮＰの三倍程度の時価総額でございまして、バブル

の時代にはこれが五倍を超えるというようなところになりまして、今恐らく四倍から三倍

へ向かっているというようなあたりかなという気がいたします。 
 ちなみに、アメリカですとこれが一倍に達するか達しないか、イギリスは若干上がり傾

向ですが一ないし一・五倍程度ということでございまして、そういう観点からいたします

と、土地の全体としての価格の水準といいますか経済の中に織り込まれているというもの

は、生産活動との関連から見ると我が国の場合にはかなり高い水準にあるということは否

定できないと思います。 
 
○峰崎直樹君 大臣、ひとつ決意といいますか、お伺いしたいんです。私は日本経済とい

うのは今デフレ基調に入っているとこの間から何回も主張してきているんですが、その中

で土地の値段が今主税局長がおっしゃったようにアメリカなんかに比べて高いわけですね。

これは土地が狭いから高いんじゃないと思うんですよ。何かそこに土地を高くしている要

因があるんだと思うんです。 
 私は、経済のこと、あるいは特に国際的な競争だとか円高問題だとか、日本経済が直面

していることを考えたときに、もっと経済の活力を考えたときに、つまり外国との間の競

争をやるときに日本の方が土地が五倍も六倍も高いということだったら、その土地が高い

というところでしか勝負ができなくなっちゃう。 
 そうすると、確かにもう日本は経済大国ですから、発展途上国の安い賃金と同じもので

勝負しろという気持ちは全然ないんですけれども、これからは恐らく情報産業や第三次産

業や未来の先端産業が重要だろうと、しかし、それを実際に日本でやるときの土地の値段

というのは、やっぱり土地を高くしている要因というものを一つ一つ探って、これを下げ

ていくということでないと将来的に日本の経済というのは私は大変なんじゃないかなとい

うふうに思うんです。これはもう日本の政治が、戦後五十年の間に悪くしてきた要因がこ

の土地問題だとすれば、それをやはり我々は全力を挙げて来世紀までには直していかなき

ゃいけないんじゃないかというふうに思っているんですが、この点、大臣の御所見を伺い

たいと思います。 
 
○国務大臣（武村正義君） 大蔵大臣としてよりも、皆さんと同じように一政治家として

の感想でありますが、私は、国際比較においてもそうだし、何といっても、サラリーマン

のマイホームを持つための能力からいっても、日本の土地は高いという認識を強く持って

いる一人であります。 
 一般的には土地神話と言われますように、何となく、日本は小さな島国で、その島国の

大半は山で、そこに一億二千万といったくさんの人が住んでいるから地価が高いのは当た

り前だ、経済活動が活発になるにつれてそれが上がるのも当たり前だと、そういう見方が

幅広く我々国民の中にある。この意識がどうも土地を上げているのではないかと私は一つ
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は思っております。これは明らかに神話ではないかと。 
 あるときに少し調べてみて、もう記憶がおぼろでありますが、日本列島は三十七万平方

キロございますが、当時調べました数字では、傾斜度九度というのは、まあ丘は入ってき

ますけれども、大体開発可能な、利用可能な土地という一つの物差してございますが、三

二％あります。もうそれは平地もありますし山も入ってくるんですが、国土の約三分の一

近くが傾斜度九度以下であります。これは北海道から沖縄まで入れた数字でございます。 
 今、人口集中地区等を基本にして一体どのくらい都市的な土地利用をしているのかとい

うと、当時は三・二、三％でした。だから、利用可能な日本列島の土地のうち約一割ぐら

いしか都市的には活用していないと。当時、私はだからこれを倍にしよう、六％台の活用

をすれば宅地も公共用地も今の倍ぐらいゆったり使えるはずだ、それでもまだ傾斜度九度

以下で八〇％はちゃんと農地その他で確保できるんだという主張をしたことがありました。 
 言いたいことは、土地利用の仕方に問題がないだろうかと。土地利用計画も含めて、都

市と農村の仕分けも含めてそういうところに一つ問題がないだろうかと。もちろん、峰崎

さんの北海道ははるかに高くて人口は少ない。人口や産業の特定地域への過度の集中とい

う問題が一つ背景にあるのは事実でございますが、でも、この島国をうまくこれから百年

ぐらいかけて使い直す知恵を出し直せば、我々は今の倍ぐらいの敷地でもう少しゆったり

この国でも生きていくことができるはずだという私は気持ちを持っている一人でございま

す。 
 
○峰崎直樹君 ぜひとも私もそういう方向に向けてこれからも頑張っていかなきゃいかぬ

なと思っています。 
 いわゆる土地の問題を考えたときの保有税の問題がきょうございました。固定資産税と

地価税と二つあるわけでございますけれども、午前中、固定資産税が充実すれば地価税は

要らないという声があったわけでございますのですけれども、午前中の主税局長の答弁で、

ともかく余りにも東京一極集中とか大都市集中をしているときに、恐らくそれは固定資産

税だけでは救い切れないなと。午前中の清水先生のつくっていただいた資料を見ても、東

京の固定資産税の実効税率は〇・六ぐらいしか行っていませんでしたですね。 
 きょうは固定資産税課長に来ていただいておりますが、本来その本則は何％が地価に対

してかかるわけでございますか。 
 
○説明員（板倉敏和君） 現在、土地に係ります固定資産税の評価につきましては、平成

六年度の評価がえから地価公示価格の七割で評価をするということになっておりますので、

その七割に対して完全に本則課税が行われるということになりますと、一・四％の標準税

率でございますので大体今一％ちょっとというぐらいの感じになろうかと思いますけれど

も、現在の課税の水準は、従来の評価ないし課税をベースに負担調整をするということで

やっておりますので、かなりまだ低い水準にあるということでございます。 
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○峰崎直樹君 午前中にいただいた、これは大蔵省につくっていただいた資料でございま

しょう。港区西麻布にある建物が五十一・〇四のマンション、これは土地の値段が七千七

百万、それに対して固定資産税六万一千八百九十七円、これは土地だけですよ。土地、建

物に関して両方で〇・二一％、十分の一以下なんですね。 
 そういう点で、その本則どおり取ったら恐らく本当に東京じゅうから反乱が起きるんじ

ゃないかと思うんです。つまり、それぐらい実は固定資産税では取れない限界があるんだ

と思う。そこで、地価が十万円以下というところであれば税がかからない地価税ですから、

そういう点では、やはり私は土地の値段を下げるためにもこの地価税というのは引き続き

必要だというふうに意見を持っているわけでございます。 
 もう一回、固定資産税課長に。評価がえのシステムをより簡便化して毎年やれるように

しないと、三年に一回の評価がえをやっておりますと、これはもう本当にいつも固定資産

税課長を悩ませることになるんじゃないかと思うんですが、その点いかがでございましょ

うか。 
 
○説明員（板倉敏和君） 毎年評価がえをやったらどうかという御提言でございます。 
 従来から、固定資産税におきましては、膨大な課税対象の土地の評価に当たりまして、

価格を一定期間据え置くということの方が評価事務の簡素・適正化ですとか、課税の安定

を図る上におきまして当を得ているというふうにされてきておりまして、毎年の評価がえ

は、市町村における評価のコスト面や体制など、その辺の検討すべき課題がいろいろある

というふうに考えております。 
 また、算定方法を簡素化すべきであるということでございますけれども、これにつきま

しても、個々の固定資産の価格を可能な限り適正に評価をする必要があるということと、

また納税者の側におきましても、それぞれの資産につきましてできるだけほかとの均衡を

考えながら適正に評価してほしいという要請もございます。このようなことから、固定資

産の評価がある程度精緻な方法にならざるを得ないというふうに考えておるところでござ

います。 
 
○峰崎直樹君 確かに公平性という点ではそういう声があると思うんですけれども、しか

し、より簡便な、しかも効果的な方法というものもやっぱり考えられてしかるべきじゃな

いかなということだけまた意見として申し上げておきたいと思います。 
 さて、土地の問題と関連した住宅の問題なんですが、きょうは建設省にお見えになって

いただいておりますが、住宅取得促進税制というのは、今租税特別措置法の中で最大のも

のは何ですかといったら、これが一番大きいんですよね。この金額はたしか平年度ベース

に直すともう六千億を超えているんじゃないでしょうか。これ一つで六千億ですよ。とい

うのは、先ほどその成果はいかがですかと大分厳しく言った企業関係租特は四千億足らず
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ですよ。それに対して、住宅取得促進税制はもう六千億を平年度で超えそうだということ

なんであります。 
 そこで、六千億もかけているんですが、一方で金利に対する助成措置、住宅金融公庫だ

けで結構でございますが、住宅金融公庫にかけている金利の一年間の、単年度のいわゆる

補助、この金額と住宅取得促進税制でかけている補助というのはどちらが大きいんでしょ

うか。ちょっと事前に言っておりませんでしたが。 
 
○説明員（坂田隆史君） 住宅取得促進税制によります減税額、減収見込みでございます

が、これは約五千五百億程度というふうに承知しております。 
 それから、住宅金融公庫の利子補給でございますが、これは約四千億でございまして、

減収見込み額の方が大きくなっております。 
 
○峰崎直樹君 私は昔、特別分譲住宅というのを買ったことがあるんですけれども、その

とき、見たときに何を一番気にするかというと、幾らくらい支払っていったらいいものか

なと。サラリーマンが買うとき、つまり五年据え置き二十年で払うとか、そして元利均等

払いなのかどうなのかとか、月々の支払いは幾らなのか、ボーナス時は幾らなのかという

ことが一番やっぱり気になるんです。 
 ということは、五千五百億、恐らくそれは去年の実績なんですが、平年度ベースに直す

と、過去のいわゆる改革をしていったものがずっと続いて、単年度換算すると、これは主

税局長の方が詳しいんですが、実際上は恐らく六千億を超えていると思うんです、やがて

それがあらわれてまいりますけれども。それと比較したとき、金利が安くなる方が買う人

たちにははるかにインセンティブがあると私は思っているんです。にもかかわらず、そち

らの公庫の補てん、これも恐らく財投の関係、あるいは国庫補助ですから税の関係が出て

くるんだろうと思うんですが、私は住宅取得促進税制でやるよりもむしろ金利負担を軽く

してあげる方が住宅を取得したいという人たちに対するインセンティブというのははるか

に働くと思うんですが、この点、建設省いかがでございましょうか。 
 
○説明員（坂田隆史君） 住宅金融公庫の貸し付けを行った場合の返済につきましては、

御案内のとおり、十年目までは財投金利より低い基準金利ということになっております。

それから、十一年目以降は財投並みの金利という二段階の金利ということになっておりま

して、返済額はそれぞれの期間を通じて一定ということになっております。一方、住宅取

得促進税制の方は、当初六年間、税額控除により返済負担率を下げるというような形でや

っております。したがいまして、住宅金融公庫の融資の場合は長期にわたって負担軽減を

図っていく、それから住宅取得促進税制の方は初期負担の軽減を図るというような役割を

担っているわけでございます。 
 したがいまして、利子補給の拡充ということになりますと、例えば公庫金利を引き下げ
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るというようなことになりますと、長期にわたる負担軽減という方は十分つながっていく

わけでございますけれども、初期負担の軽減という点からしますと、特に住宅取得の過半

を占めますのが七百万以下の中堅所得者層でございます。それらの方々の住宅取得につい

ては特に初期負担の軽減というところが大事なところでございまして、このところに住宅

取得促進税制が効果的に働いているというふうに考えているわけでございます。 
 
○峰崎直樹君 もう時間がありませんから最後に、両方合わせて一兆円を超えるような優

遇措置が実はこれにとられているわけです。しかし、これはまだ家を持てる人に対する措

置としてある。そして、家を持てない人に対しては全然そういう措置はないんです。 
 そういう点で、年収七百万といったらきっと所得税三十万円払っているか払っていない

かぐらいだと思うんです。その人たちに実は最初の二年間は三十万、それから二十五万が

四年、つまり百六十万ですね。この間はとんと所得税を払わなくて結構ですというぐらい

の優遇をしているということについて、これはちょっといかがなものかなという気持ちを

実は私も持ち続けているわけでございまして、この点は来年度の税制改正等で引き続き議

論をしてより公平なものにしていきたいなというふうに考えて、そういう意見を言って、

終わりたいと思います。 
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